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【本 題】ＤＣ法改正を受けた制度上のポイントについて  ....................................................................... P1 

 

ＤＣ法改正を受けた制度上のポイントについて 

 

1. はじめに 

2020 年 6 月 5日付けで「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」（以下「改

正法」）が公布されました。改正法の全体像については、「企業年金ノート 2020年 6月号 No.626（年金制

度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の公布に伴う制度改正について）」でご案内させ

ていただきました。しかし乍ら、改正法の内容は公的年金から私的年金まで多岐にわたることに加え、施

行日も五月雨式となっていることから、「改正法が実務にどのような影響を及ぼすのか？」そして「それが

いつからなのか？」を理解することが重要になってきます。そこで、改正法のうち確定拠出年金制度（以

下「ＤＣ」）に係る部分について、主なポイントや留意点等について図表や事例を交えながら解説します。 

 

2. ＤＣに係る改正法の概要 

ＤＣに係る改正事項の一覧と施行日は以下の通りです。 
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ご覧の通り、改正法の施行日は、公布日（2020 年 6 月）、公布日から 6月を超えない範囲で政令で定め

る日（2020年 10月 1日）、2021年 1月 1日（予定）、2021年 4月 1日、2022年 4月 1日、2022年 5月 1

日、2022年 10月 1日の 7段階に分かれています。このうち、赤枠で囲っているものが特に重要な改正事

項になります。ただし、このままでは施行日もバラバラで、項目間の関係性も見えにくいため、①加入要

件の見直しと受給開始時期の選択肢の拡大、②企業型ＤＣ加入者における、個人型ＤＣ（以下「iDeCo」）

加入要件緩和と iDeCo・マッチング拠出の選択、③脱退一時金の受給要件緩和、以上 3つの主なポイント

から整理を行い、解説を進めます。なお、各改正事項の概要は以下の通りです。詳細については、厚生労

働省ＨＰに掲載されておりますので、最終ページ〈ご参考資料〉のアドレスからご参照ください。 

 

 

3. 主なポイント① 加入要件の見直し（2022年 5月）と受給開始時期の選択肢の拡大（2022年 4月） 

高齢期の長期化・高齢期の就労機会の拡大といった社会的背景に加え、同時に行われた公的年金の改正

事項（被用者保険の適用拡大・受給開始時期の見直し等）との平仄から、ＤＣにおいて加入要件の見直し

と受給開始時期の選択肢の拡大が行われます。 

（１）企業型ＤＣの改正内容 

2022年 5月 1日より、企業型DCの加入要件が見直されます。現行では、厚生年金被保険者のうち65

歳未満の者が企業型ＤＣに加入することができますが、60歳以降も加入するためには、60歳前と同一の

事業所に継続して使用されており、かつ 60歳前から当該企業型ＤＣの加入者であるなどの要件がありま

す。例えば、65 歳まで加入することができる企業型 DC の実施事業所に、61 歳で新たに採用された場

合には、企業型DCに加入することができません。 

一方、改正後は、厚生年金被保険者（原則 70歳未満）であれば加入できるようになり、併せて同一事

業所の継続使用要件も撤廃されます。先程の事例でも企業型DCに加入できるため、加入対象者が大きく

広がる可能性があります。ただし、企業型DCの老齢給付金を受給した場合、加入要件を満たしていても

再加入はできません。また、加入できる年齢は企業型DCの規約の定めにより異なります。 

併せて、2022年 4月 1日より、受給開始時期の選択肢が拡大されます。現行は、60歳から70歳の間

で選択可能ですが、改正後は、60歳から75歳の間で選択できるようになります。 
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（２）iDeCoの改正内容 

iDeCoについても、2022年 5月 1日より、加入要件が見直されます。現行では、国民年金第 1号～第

3号被保険者のうち60歳未満の者が加入することができますが、改正後は、国民年金被保険者（原則65

歳未満）であれば加入できるようになります。ただし、iDeCoの老齢給付金を受給した場合、加入要件を

満たしていても再加入はできません。また、公的年金を 65歳前に繰上げ請求した場合、iDeCoに加入す

ることはできません。 

併せて、2022年 4月 1日より、受給開始時期の選択肢が拡大され、改正後は、60歳から75歳の間で

選択できるようになります。 

 

国民年金被保険者について少し補足します。国民年金の被保険者種別は、①20歳～60歳未満の国内居

住者である第1号被保険者（自営業者など）、②厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者（会社員・
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公務員など）、③第 2 号被保険者に扶養されている 20 歳～60 歳未満の者である第 3 号被保険者（専業

主婦など）、④20歳～65歳未満の日本国籍を有する海外居住者及び60歳～65歳未満の国内居住者で、

国民年金保険料納付月数が 480 月未満の者であって、国民年金に任意加入する任意加入被保険者（海外

居住者など）の 4 つに分類されます。それぞれが iDeCo に加入できる期間は下図の通りで、赤枠が新た

に iDeCo に加入できるようになった期間です。特に重要なのは、第 1 号被保険者・第 3 号被保険者は

60歳未満であるため、iDeCoに65歳まで加入できるのは、国民年金に任意加入する場合に限られる点

です。会社員などであれば 65歳まで加入できますが、自営業者や主婦などが無条件に 65歳まで加入で

きるわけではありません。 

 
（３）公的年金とＤＣの加入・受給の全体像 

 

これらのＤＣに係る改正事項と公的年金の改正事項を踏まえた、加入・受給の全体像は上図の通りです。
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まず、公的年金ですが、現行制度では老齢年金は原則 65 歳からの受給になりますが、60 歳まで繰上げ

受給（繰上げ 1 カ月当たり 0.5%減額）することも、70 歳まで繰下げ受給（繰下げ１カ月当たり 0.7%

増額）することもできます。なお、2022 年 4 月 1 日から、繰上げについては１カ月当たり 0.4%減額に、

繰下げについては、75 歳まで繰下げ受給することができるようになります（繰下げの場合の１カ月当た

りの増額率は70歳以降も0.7%）。 

次に、DCについてはこれまで解説した通り、企業型DCは原則70歳まで、iDeCoは原則65歳まで、

それぞれ加入できるようになり、受給開始時期も75歳までの間で選択できるようになります。 

このように加入者の選択肢が拡充されていく中で、公的年金・DC を組み合わせて老後の生活設計を考

えることがより重要になっています。例えば、公的年金は 75歳まで繰下げし、受給額を増額させつつ、

それまでのいわば“繋ぎ資金”としてDCを受給する、といった使い分けも可能です。 

 

4. 主なポイント② 企業型ＤＣ加入者における、iDeCo加入要件の緩和と iDeCo・マッチング拠出の選

択（2022年 10月） 

（１）企業型ＤＣ加入者における iDeCo加入要件の緩和 

2022年 10月 1日より、企業型ＤＣ加入者における iDeCo加入要件が緩和されます。現行では、企業型

DC 加入者は、マッチング拠出がなく規約に iDeCo への同時加入（iDeCo 併用）が可能である定めがあ

る場合に限り、iDeCoへ同時加入が可能です。ただし、iDeCo併用でない企業型ＤＣを iDeCo併用へ変

更する場合、他に企業年金（確定給付企業年金等）がない場合（※）は、事業主掛金の拠出限度額を月額

5.5 万円から月額 3.5 万円に引き下げる必要があります。そのため、一部の加入者の事業主掛金が既に

3.5万円を超えている場合には、iDeCo併用とすると事業主掛金の引き下げを伴うため、iDeCo併用の普

及が進まなかったという背景があります。 

一方、改正後は、規約の定めなしに iDeCo 併用が可能となり、事業主掛金の拠出限度額引き下げも不

要となります。他に企業年金がない場合は、5.5万円から事業主掛金を控除した残余の範囲内かつ2.0万

円以内で、マッチング拠出を行わない企業型DC加入者は iDeCoに拠出することができます。 

ただし、事業主掛金が 3.5 万円を超える場合（下図赤斜線部分）は iDeCo 掛金額の調整が必要になり

ます。また、この改正に併せて、企業型DCの記録関連運営管理機関と国民年金基金連合会の情報連携に

より、iDeCo掛金の拠出可能見込額を、企業型DCの加入者向けサイト等で表示することとされています。

（※）他に企業年金（確定給付企業年金等）がある場合は、5.5万円⇒2.75万円、3.5万円⇒1.55万円、2.0万円⇒1.2万円へ読み替え 
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（２）企業型ＤＣ加入者における iDeCo・マッチング拠出の選択 

2022年 10月 1日より、iDeCo加入とマッチング拠出を加入者単位で選択できるようになります。現行

では、マッチング拠出を導入している企業型DCの加入者は、マッチング拠出しか選択肢はなく、iDeCo

に加入することはできません。加入者掛金額は事業主掛金額を上回ることができないため、特に若年層な

ど事業主掛金額の低い企業型DCの加入者は、十分な拠出ができないという問題があります。また、iDeCo

では自分の好みの運用商品を採用している運営管理機関を任意に選択できる一方、企業型DCでは予め提

示された運用商品ラインアップから選択するしかありません。 

これに対して、改正後は、どちらかを加入者ごとに選択できるようになります。iDeCoでは運営管理手

数料等は自己負担にはなりますが、前述の拠出金額や運用商品の観点から、加入者にとっての選択肢が広

がることになります。（なお、加入者ごとにマッチング拠出か iDeCoへの掛金拠出かを選択できるように

するには、拠出限度額管理の関係から、企業型ＤＣ掛金・iDeCoの掛金とも毎月拠出であるなどの条件が

設けられる可能性があります。） 

 
 

5. 主なポイント③ 脱退一時金の受給要件の緩和（2021年 4月・2022年 5月） 

脱退一時金の受給要件について、2021 年 4月 1 日より通算拠出期間の要件が、2022 年 5月 1 日より外

国籍等の要件が、それぞれ緩和されます。 
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DC はあくまで老後の所得確保のための制度であるため、現行では、中途引き出しは原則認められてお

らず、脱退一時金を受給できるケースは極めて限定されています。そのため、企業型DCの外国籍加入者

が帰国（海外居住）する場合でも、脱退一時金を受給することができず、iDeCoの運用指図者になり資産

を移換した上で、60 歳以降に改めて受給する必要があります。脱退一時金として中途引き出しができな

いことから、帰国時に手続きを行わず個人別管理資産が自動移換されてしまうケースも多く、公的年金で

は一定の要件を満たせば脱退一時金が受給できることとの平仄もあり、かねてより見直しが議論されてき

ました。 

改正後は、通算拠出期間が政令で定める期間内（1月以上5年以下となる見込み）又は、個人別管理資

産の額が 25万円以下等の要件を満たせば、外国籍加入者が帰国する際に脱退一時金を受給できるように

なります。改正前後における具体的な脱退一時金の受給要件は以下の通りです。 

 

また、外国籍以外の改正点として、企業型 DC と iDeCo において、脱退一時金の受給要件の共通化が

図られます。現行では、企業型DCと iDeCoで脱退一時金の受給要件が大きく異なっており、企業型DC

の個人別管理資産の額が1.５万円超の場合、企業型DCから直接脱退一時金を受給することができず、資

産を iDeCo にいったん移換した上で、iDeCo の脱退一時金の受給要件を満たす必要がありました。その

ため、iDeCoへの移換など手続き面での煩雑さがありました。 

一方、改正後は、企業型 DC の加入者であった者が、iDeCo の加入者・運用指図者でなく、iDeCo の

中途引き出し要件を満たしている場合（※）には、iDeCo に移換しなくても企業型 DC から直接脱退一時

金を受給できるようになります。 

以上の改正内容を踏まえた、企業型ＤＣ加入者が資格喪失後に脱退一時金を受給できるかの判定フロー

図は次の通りです。 

（※）フロー図内「⑥ 資格喪失日から2年を経過していない」の要件に代えて「⑥’企業型DCの資格喪失日から 6月以内」を満たして

いる場合 
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6. おわりに 

より多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変化する中で、長期化する高齢期の経済基盤の充実を

図るため、今回の改正法が施行されました。また、社会保障審議会企業年金・個人年金部会では、高齢期

の長期化・働き方の多様化・高齢期の就労拡大といった経済・社会の変化に対応するために、私的年金・

公的年金を組み合わせた柔軟な老後の生活設計を可能にすることや、早期から継続的な資産形成を促すた

めの施策が議論されています。「企業年金ノート 2020年 11月号 No.631（社会保障審議会企業年金・個人

年金部会での議論の動向について）」でご案内させていただいたＤＣの拠出限度額の見直しなどもその一環

です。引き続き、こうした議論は重ねられていくと思われますので、今まで以上に、より多くの人にとっ

てＤＣが利用しやすい制度になることを期待したいと思います。 

 

＜ご参考資料＞ 

・社会保障審議会企業年金・個人年金部会資料一覧 （厚生労働省 ホームページ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_163664_00006.html 

・りそな年金研究所 企業年金ノート 2020年 6月号 No.626、2020年 11月号 No.631 

https://www.resonabank.co.jp/nenkin/info/note/index.html 

 

（年金業務部 確定拠出年金室 福本 大介） 

※今月の「りそなコラム」は、誌面の都合により休載させていただきます。 
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